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知事コメント
令和３年９月28日(火)

本日、政府対策本部にて緊急事態宣言を終了することが決定されまし

た。これにより沖縄県は９月30日をもって、緊急事態措置を終了致しま

す。

まずは、県内の感染状況に継続的な改善が見られ、国において緊急事

態宣言の解除が判断される水準まで至ったことについて、県民の皆様の感

染対策のお取組みに心より感謝申し上げます。

しかしながら、緊急事態宣言を脱したといっても、本県の感染状況は未だ

10万人当たりの新規陽性者数は全国ワーストとなっており、流行の高い水

準にあります。ここで再拡大を起こしてしまえば、これまでの努力が無駄に

なってしまいかねません。医療体制の回復にもブレーキがかかることにな

るでしょう。

県としましては、未だ予断を許さない状況であると考えております。その

為、感染防止の措置の緩和については、直ちに全面解除とするのではな

く、段階的に行う必要があると考えております。

本日国の決定を受けて、対策本部会議を開き、この重要な局面を「経済

活動再開に向けた感染拡大抑止期間」と位置付けて、沖縄県対処方針を

決定しました。その概要をお伝えします。

緊急事態宣言解除後の期間は感染の再拡大を防ぎ、経済活動再開に向

けた段階に移行させていくための重要な期間となります。今回決定されまし

た国の基本的対処方針には「感染対策と日常生活を両立させること」、「感

染拡大に対する社会の耐性を高める」旨が記載されております。経済活動

の再開のためには、緊急事態宣言解除後に再拡大が起こらないために取る

べき措置を継続すること、そして徹底的に感染拡大を抑止することが重要で

す。
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その間は措置を継続する必要があると考えており、国が基本的対処方針

で示しております１ヵ月の目途を期限に10月31日まで措置を実施致します。

しかし、この期間順調に感染の拡大が抑止され、その状態が続くと見られ

れば、緩和の前倒しを検討します。もし再び感染が増加傾向に転じた場合

は措置を再度強化することとしております。

最初に県民の皆様へ要請致します。この期間、外出や移動、特に夜間の

外出は控えて頂き、混雑している場所や時間は避けて下さい。模合やビー

チパーティー等の飲食を伴うイベントや普段から顔を合わせない人とのイ

ベントは控えて下さい。

そして、会食に関しては、４人以下で、３密を避けて、２時間以内、1次会

まででお願いします。「感染防止対策認証店」を利用し、お店の求める対策

にご協力をお願いします。「感染防止対策認証店」は、各店舗における対策

を確認し、基準を全て満たした店舗を県が認証する制度で、９月24日現在

5,038軒が既に認証を取得しています。県HPからこのように検索できます

ので、是非お近くの店舗を確認して頂きますようお願いします。

また、県内では子どもたちへの感染の拡がりが懸念されています。子ど

もたちの感染を防ぐため、12歳以上の方はワクチン接種の積極的な検討

をし、学校、塾、習い事等の子どもたちが交流する場の感染対策の徹底

をお願いします。

次に、来訪者へのお願いです。全国で緊急事態宣言が解除されます

が、沖縄県は感染拡大抑止期間に移行します。来訪につきましては、ワク

チン接種の完了、PCR等検査で陰性を事前にご確認して頂きますようお願

いします。体調不良の際には来県中止や延期をして下さい。

次に、飲食店等への要請です。飲食店等へは営業時間短縮の要請を致

します。営業時間は５時から20時までとし、酒類の提供は19時までと致しま

す。「感染防止対策認証店」においては、21時までの営業時間、酒類提供

は20時までと一時間延長して営業可能です。認証については、認証後も継

続して感染防止対策の基準を遵守しているか確認致しますので、飲食店等

の皆様におかれましては、是非県民がこれからも安心して利用できるお店

づくりを続けて下さい。
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次にイベントの開催についてです。イベント開催につきましては、10月 3

1日まで人数上限5,000人以下とし、会場の収容率を制限しての開催をお願

いします。また、公共施設等について、県立の施設は20時までの運営時間

とし、市町村の施設についても同様の対応を要請します。

最後に学校等への要請についてです。期間中、部活動前後での集団で

の飲食や県内外での合宿など部活動や課外活動における感染リスクの高

い活動の制限又は自粛をお願いします。学校行事等を実施する際には、地

域の感染状況を踏まえ、場所や時間、開催方法に十分配慮頂きますようお

願いします。子どもたちを守るため、周囲の大人が子どもたちの感染対策

に注意して下さい。

皆様に感染対策のお願いをしますとともに、県としましても、この期間引き

続きワクチン接種の加速化に取り組み、第６波に備え、新たな宿泊療養施

設の確保など、体制の拡充に取り組んでまいります。

緊急事態宣言解除後のこの期間は、医療、経済、暮らしを回復させ経済

活動再開をする為に感染を抑制する期間です。この期間しっかり感染を抑

制しなければ、その後の経済活動再開は遠のいてしまいます。

この期間の取り組みが、制限の解除に繋がるようお願い致します。県民

の皆様、チムググルある行動でこの期間の頑張りをしっかり実らせて参りま

しょう、よろしくお願いいたします。


